
北区多文化共生推進検討会（第 6 回）会議次第 

 

日時：令和 6 年 11 月 18 日（月）午後 4 時 

場所：北区役所別館 ２階 職員研修室 

 

 

 

１ 開  会 

・ 会長挨拶 

 

 

２ 議  題 

（１）北区多文化共生指針改定（案）             資料１・２ 

・ 前回の検討会からの変更点 

 

 

 

（２）答申（案）について                    資料３ 

 

 

 

（３）パブリックコメントの実施について        資料４、参考資料 

 

 

 

３ 閉  会 

 

 

                                       

  資料１ 北区多文化共生指針改定（案） 

  資料２ 前回の検討会からの変更点 

  資料３ 答申書（案） 

  資料４ 北区多文化共生指針改定（案）のパブリックコメントの実施について 

  参考資料 パブリックコメント募集動画 企画案 
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第 5 回検討会からの変更点 
 

○ 主なご意見と修正内容（軽微な修正は除く） 

№ ページ 検討会における主な意見 主な修正内容 

１ 冒頭 多文化共生という言葉がどういう

意味なのか冒頭に載っていると読

みやすいと思う。 

冒頭に用語の定義を追加した。 

2 p.1 

改定の背

景 1 行目 

p.1 の改定の背景に記載している

外国籍区民の人口（令和 6 年 9 月）

と、p.5 の北区の現状に記載して

いる人口（令和 6 年 1 月）を合わ

せたほうがいい。 

令和 6 年 1 月 1 日現在の数値に統一した。 

3 p.1 

改定の背

景 8 行目 

宗教を追加すると、宗教がすごく

問題になっているように強調され

てしまう。「文化」を入れて、目立

たないようにしたほうがいい。 

「地域の中では言葉や習慣、文化、宗教な

どの違いから今もなおさまざまな課題が生

じています。」に修正した。 

4 p.3 

プランの

改定 

― 2「地域における多文化共生推進プラン」の

改定について、改定の背景がよりわかりや

すくなるよう、当初のプランの策定時期を

追記した。 

5 p.11 

〜16 

調査結果 

外国人意識・意向調査の結果につ

いて、複数回答可の項目はその旨

を明記したほうがいい。 

該当する調査項目について「複数回答可」

と追記した。 

6 p.11 

どれくら

い日本語

ができる

か 

― 「書く」「読む」ができない人が比較的多い

という記述について、「書く」「読む」「話す」

「聞く」のすべての項目に対してできる人

が 7〜8 割であることもあわせて追記した。 

資料２
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№ ページ 検討会における主な意見 主な修正内容 

7 p.14 

近くに住

む人との

トラブル

の経験 

― 部屋からの声や音のトラブルが 1 割という

記述について、トラブルが「特にない」と

回答した人が 8 割いる旨もあわせて追記し

た。 

8 p.15 

日本人に

してほし

いこと 

― 差別をなくすことだけでなく、「あいさつを

する」、「やさしい日本語で話す」ことも求

められている旨を追記した。 

9 p.16 

北区にし

てほしい

こと 

「差別をなくす必要がある」とあ

るが、差別だけが強調されてしま

う。「相談ができるようにする」「交

流会やイベント」も重要なので、

入れたほうがいい。 

「外国人への差別をなくす、多言語での相

談、日本人との交流の要望が多い」に修正

した。 

10 p.18 

成果検証 

検証項目はこれでいいのか。前回

の指針の目標に沿って、さまざま

な事業を行っているが、まだ解決

していないというニュアンスにし

たほうがいい。 

リード文に「指針に基づきさまざまな取組

を実施してきた」ことを追記するとともに、

検証結果のポイントに「これらの結果は成

果を測るための指標と捉えていますが、「北

区多文化共生指針」で掲げた基本理念の実

現に向けては、他にもさまざまな課題があ

ります。区は、これらの課題について、次

の「6. 北区の課題と今後の取組の方向性」

において整理し、施策をさらに推進してい

くこととします。」を追記した。 

11 p.19 

〜22 

課題と今

後の取組

の方向性 

― 「6.北区の課題と今後の展望」について、

展望という言葉が客観的な印象であるた

め、「北区の課題と今後の取組の方向性」に

修正した。また、各項の「今後の展望」も

「今後の取組の方向性」に修正した。 
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№ ページ 検討会における主な意見 主な修正内容 

12 p.19 

〜22 

課題と今

後の取組

の方向性 

今後の取組の方向性の内容が、施

策の方向などとマッチしていない

ところがある。 

すべての項目について、基本目標や施策の

方向と整合するよう、表現の修正や追記を

行った。 

主な修正点は、以下のとおり 

修正前 修正後 

1 言語によるコミ

ュニケーション 

1 情報提供やコミュニケ

ーション 

 円滑で豊かなコミュニケ

ーションをとることがで

きるよう（追記） 

日本語を学びやす

い環境を整備する 

日本語を学ぶ機会をつく

っていく 

日本語学習の充実 日本語学習機会の充実 

2 地域生活での困

りごと 

2 地域生活での困りごと

の解決 

 ともに安心して暮らせる

環境をつくっていくため

（追記） 

3 互いを尊重する

ための地域づくり 

3 互いの個性を尊重し、活

かすための関係づくり 

4 4 町会の情報や地域が主

催するイベントなどにつ

いて、情報提供の充実を図

ることが重要（追記） 

地域活動の参画を

促す 

地域の一員として活動で

きる場をつくっていく 

地域活動の参画促

進 

地域活動への参画促進 
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№ ページ 検討会における主な意見 主な修正内容 

13 p.19 

1 現状の

取組 

― 公式ホームページのリニューアルにより、

翻訳言語が 108 言語から 121 言語に増え

る予定であるため、記載内容を修正した。 

14 p.20 

2 今後の

取組の方

向性 

前回調査よりもトラブルが増加し

ていると書いてあるが、トラブル

の数を調べた調査ではないので、

トラブルを経験している人が増加

しているにしたほうがいい。 

「前回調査よりも、部屋からの騒音、ごみ

の出し方について近隣住民とのトラブルを

経験した人が増加しているという結果とな

りました。」に修正した。 

 

15 p.22 

4 今後の

取組の方

向性 

情報が少ないことにより、地域活

動に参加できないという記載につ

いて、その根拠は。また、一方で、

情報はあるけど参加できない人も

いると思うので、情報が少ないだ

けではないと思う。 

外国人意識・意向調査では、情報発信に関

して、「情報が入ってこない」「お知らせが

ほしい」「情報の入手先が知りたい」などの

意見が、国籍問わず寄せられた。 

意見を踏まえ、「情報が少ない、わかりにく

いことなどにより、地域活動に参加しない

（できない）外国籍等区民も多いと考えら

れます。」に修正した。 

大切なことは情報量ではなく、情

報の質である。情報が多過ぎて、

どれが大事な情報なのかが分から

ないという意見もある。 

16 p.24 

改定のポ

イント 

1 つ目 

日本国籍を持っていたって、帰化

したり外国にルーツを持っていた

り、多様なバックグラウンドをも

つ人がいる。文言としてもう少し

踏み込んだほうがいい。 

「区内には、外国にルーツを持つ人や日本

に帰化した人など、国籍にかかわらず多様

なバックグラウンドを持つ区民がいる。」を

追記した。 

17 p.24 

改定の 

ポイント 

3 つ目 

― 指針の本質は、地域社会をいかにつくるか

ということであるという意見を踏まえ、「わ

たしたちが目指す地域社会（多文化共生の

まち）をつくるための指針であるというメ

ッセージを表現すること」と修正し、まち

づくりの視点を強調した。 
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№ ページ 検討会における主な意見 主な修正内容 

18 p.27 

1 推進体

制 

― 後段について、「現在、多文化共生を推進す

る体制のあり方について検討を行っており

ますが、今後さらに外国籍等区民が増加し

ていくと予測される中で、学識経験者や外

国人を含めた区民などと定期的に意見交換

できる会議体の立上げのほか、多文化共生

を担う専管組織や中間支援組織の設置を含

めた推進体制のあり方について、引き続き

検討を行っていきます。」に修正した。 

19 p.29 

①地域日

本語教育

の充実 

日本語学習支援ボランティアの人

たちが活動する受皿がない。養成

した後のボランティアをどうして

いくかというイメージをつくって

おかないといけない。 

日本語学習支援のボランティア人材の養成

だけでなく、「活動機会の提供」、「活動の場

の確保」を図る旨を追記した。 

20 p.31 

〜33 

基本目標

2 

― 基本目標 2 について、「相談支援体制の充

実」の施策として「生活情報等の充実」を

挙げていたが、関連性が不明瞭であるため、

施策の方向とその中身の関連性が明確にな

るよう、以下のとおり項目の整理や修正を

行った。 

施策の方向 推進内容 

効果的な情

報発信 

①行政・生活情報の多言語化 

②デジタル技術の積極的な活用 

③地域の実情に応じた情報提供

の実施 

相談支援体

制の充実 

①外国籍等区民への相談支援体

制の整備 

②日本人区民への相談支援の充

実 
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№ ページ 検討会における主な意見 主な修正内容 

21 p.31 

〜33 

基本目標

2 

基本目標２「ともに安心して暮ら

せる環境づくり」について、とも

に安心して暮らそうと言っている

ので、日本人に対する支援も入っ

ていたほうがいい。日本人で困っ

た人がいれば相談できるとか、何

かしら入れたほうがいいと思う。 

日本人区民も安心して暮らせるよう、1 効

果的な情報発信に「生活習慣・マナー等の

理解の促進」を追加した。また、2 相談支援

体制の充実においては、重点施策を「外国

籍等区民への相談支援体制の整備」と「日

本人区民への相談支援の充実」に区分けし、

それぞれ文章や推進内容を整理した。 

22 p.32 

②デジタ

ル技術の

積極的な

活用 

― 重点施策の「SNS の積極的な活用」のタイ

トルについて、SNS に限らず、ホームペー

ジや多言語翻訳機能等の情報アクセスの改

善も含んでいるため、「デジタル技術の積極

的な活用」に修正した。 

（庁内関係課からの意見） 

23 p.32 

③地域の

実情に応

じた情報

提供の実

施 

― 重点施策の「地域の実情に応じた情報提供

の実施」について、外国籍等区民が犯罪に

巻き込まれる事例などが増えていることを

踏まえ、推進内容に「警察署などと連携し

た防犯の取組の推進」を追加した。 

（庁内関係課からの意見） 

24 p.35 

②多文化

共生関連

イベント

への支援 

― 重点施策の「多文化共生関連イベントへの

支援」の推進内容について、「東京都や関係

機関が実施するイベントへの支援」と記載

していたが、NPO や民間団体の主催するイ

ベントが対象でないように読めるため、「東

京都や NPO などが実施するイベントへの

支援」に修正した。 
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№ ページ 検討会における主な意見 主な修正内容 

25 p.36 

①多様な

主体との

連携・協

働の促進 

― 重点施策の「多様な主体との連携・協働の

促進」の推進内容について、「多文化共生ネ

ットワークの形成に向けた検討」との関連

性が不明瞭なため、リード文を「多様な主

体が関わったネットワークの形成を支援

し、幅広く連携・協働を図っていきます。」

に修正した。 

26 外国人コミュニティの「発掘」に

ついて、もっといい言葉があるの

ではないか。 

「外国人コミュニティの把握」に修正した。 

27 p.36 

②多文化

共生ボラ

ンティア

の育成 

「国際交流協力ボランティア」に

ついて、外国人は国際交流や国際

協力の相手であり、同じ区民に対

してのボランティアだというニュ

アンスが感じられない。 

「多文化共生ボランティア」または「ボラ

ンティア」に修正した。 

28 ― 育成した多文化共生ボランティアの活動の

場として、今後、地域住民と外国籍等区民

の意見交換などの場を提供していく必要が

あるため、「外国籍等区民に地域のルール等

を周知する仕組みづくりを検討」する旨を

追記するとともに、推進内容に「日本人区

民と外国籍等区民が情報共有できる場の提

供」を追加した。 

 



（案） 

令和６年  月  日  

 

 

東京都北区長 山田 加奈子 殿 

 

東京都北区多文化共生推進検討会会長   

村上 一基  

 

 

答 申 書 

 

 

令和５年８月１８日付５北総総第３２５１号で諮問のあったこのことについ

て、当検討会の意見は別紙のとおりです。 

資料３



北 区 多 文 化 共 生 指 針 改 定 （ 案 ） の パ ブ リ ッ ク  

コ メ ン ト の 実 施 に つ い て  

 

１  要 旨  

 北 区 多 文 化 共 生 指 針 改 定 （ 案 ） に つ い て 、 広 く 区 民 の ご 意 見 を

伺 う た め パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト （ 区 民 意 見 公 募 手 続 ） を 実 施 す る 。

寄 せ ら れ た ご 意 見 は 十 分 検 討 し 、 改 定 の 参 考 と さ せ て い く 。  

 

２  パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト  

（ １ ） 周 知 方 法  

  北 区 ニ ュ ー ス 12 月 1 日 号 及 び 北 区 ホ ー ム ペ ー ジ 、 北 区 SNS 

  ※ ホ ー ム ペ ー ジ に は 、 説 明 動 画 を 掲 載 す る  

（ ２ ） 指 針 改 定 案 の 閲 覧 場 所  

   北 区 ホ ー ム ペ ー ジ 、総 務 課 総 務 係 、区 政 資 料 室 、地 域 振 興 室 、  

 図 書 館  

（ ３ ） 意 見 提 出 先  

   総 務 課 総 務 係  

（ ４ ） 意 見 提 出 期 間  

   令 和 6 年 12 月 2 日（ 月 ）〜 令 和 7 年 1 月 8 日（ 水 ）（ 必 着 ）  

（ ５ ） 意 見 提 出 方 法  

   北 区 ホ ー ム ペ ー ジ ま た は 郵 送 、 フ ァ ク ス 、 持 参  

 

３  今 後 の 予 定  

  令 和 ６ 年 １ ２ 月  企 画 総 務 委 員 会 で パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト  

の 実 施 を 報 告  

    ７ 年  ２ 月  第 ７ 回 検 討 会 を 開 催  

３ 月  企 画 総 務 委 員 会 で パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト  

の 結 果 を 報 告  

各 会 派 及 び 無 会 派 議 員 か ら 意 見 聴 取  

４ 月  指 針 改 定 、 公 表  

資料４



参考資料












